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港区スポーツセンタープールの休止期間変更について 

 

 

 

 

 

 

 

１ 休止期間変更理由 

  プールの水を抜き、点検及び清掃に合わせてプールピット内の漏水調査を行うた

め、休止期間を延長します。 

 

２ 変更前休止期間 

令和６年１０月７日（月）から令和６年１０月１１日（金）までの５日間 

 

３ 変更後休止期間 

令和６年１０月２日（水）から令和６年１０月１１日（金）まで１０日間 

 

４ 告示日 

  令和６年７月２５日（木） 

 

５ 周知方法 

  広報みなと（９月１日号）、区ホームページ、区Ｘ、施設へのポスター掲示等によ

り周知します。 

報告内容 

 令和５年１２月１１日の教育委員会で報告した港区スポーツセンタープール

（以下「プール」といいます。）の水抜き、点検及び清掃を行うための休止期間（令

和６年１０月７日（月）から１１日（金））について、プールピット内で発生して

いる漏水の原因を調査する必要があることから、休止期間を変更します。 

令和６年７月２２日 
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